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＜医師の働き方改革におけるＣ-２水準関連審査オンライン説明会＞
【開催日】 11/18（金）、11/21（月）、11/22（火）、11/24（木）、11/29（火）、11/30（水）、12/1（木）
【開催時間】 ※各日共通 医療機関向け、医師向けで内容が一部異なるため、医療機関の労務管理部門の方が医師向けの
・医療機関向け：10:00～11:00 回にご参加されても構いませんし、医師が医療機関向け説明会にご参加されても構いません。
・医師向け ：17:30～18:30
【Zoom URL】 ※各回共通
・https://us02web.zoom.us/j/84838369572 ・ミーティングID: 848 3836 9572 ・パスコード: 2KqMU9
【参加方法】 ・申込みは不要です。上記ＵＲＬよりご参加ください。

・参加費は無料ですが、各回500名の人数制限がございますのでご了承ください。
【説明会プログラム】
① Ｃ-２水準関連審査の概要説明：医師の働き方改革の制度概要と、C-2水準の制度詳、及びC-2水準関連審査の手続方法に
ついて、動画を用いて解説します。
※医師向けの回では、技能研修計画の申請方法についてのみを解説します。
医療機関向けの回では、医療機関申請書の申請方法と技能研修計画の医療機関における承認手続の方法を解説します。

② 質 疑： 厚生労働省担当者が直接質疑に応じます。

Ｃ-２水準に関する国のホームページ「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」

医療機関及びＣ-２水準の適用を希
望する医師に対して、審査に必要
な情報を掲載

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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要 件 根拠法令等

１

次のいずれかに該当すること

（１）救急医療を提供する医療機関であって次のいずれかに該当
ア 医療計画において三次救急医療機関として位置づけられている
イ 医療計画において二次救急医療機関として位置づけられ、かつ次の要件を満たすもの
（ア）年間の救急車受入件数が1,000件以上または診療時間外、休日、夜間に入院となった患者数が年間500人以上
（イ）医療計画における５疾病の治療または予防に係る事業並びに５事業の確保について重要な役割を担う医療機関

新医療法(※１)第113条第１項
第１号
令和４年厚生労働省告示第９
号

（２）居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす医療機関［具体的な要件は今後お示しします］ 新医療法第113条第１項第２号

（３）地域において他の医療機関では提供することが困難な医療の提供など地域における医療の確保のために必要な機能
を有すると知事が認めた医療機関［具体的な要件は今後お示しします］

新医療法第113条第１項第３号

２

次に掲げる業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必要があると認められるものである
こと
（１）救急医療：救急医療の提供に係る業務
（２）居宅等における医療：居宅等における医療の提供に係る業務
（３）地域において当該医療機関以外で提供することが困難な医療：当該医療の確保のために必要な機能に係る業務

新医療法第113条第１項

新規則(※２)第80条第１項

３

労働時間短縮計画の案が次に掲げる要件を全て満たすものであること
（１）当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである
（２）次に掲げる事項が全て記載されている

ア 当該医療機関に勤務する医師の労働時間の状況
イ 当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ウ 当該医療機関に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
エ アからウに掲げるもののほか当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

新医療法第113条第３項第１号

新規則第82条第１項

４ 法令に基づく面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること 新医療法第113条第３項第２号

５
新令で定める労働に関する法律(※４)の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であって送
致等の日から１年を経過していないものがないこと

新医療法第113条第３項第３号

新令(※３)附則第14条

新規則第82条第２項

特定労務管理対象機関の指定要件

１．特定地域医療提供機関（Ｂ水準）

(※１)新医療法：良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律第３条の規定による改正後の医療法をいう。

(※２)新規則：良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

第２条の規定による改正後の医療法施行規則をいう。

(※３)新令：良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第１条の規定による改正後

の医療法施行令をいう。 ［(※４)は次ページ］ 9



要 件 根拠法令等

１
他の医療機関に医師の派遣（医療提供体制の確保のために必要と認められるものに限る。）を行うことによって、派遣を
される医師の労働時間がやむを得ず長時間となる医療機関であること

新医療法第118条第１項

２
医師の派遣は、当該医療機関の管理者の指示により行われるものその他の医療機関の管理者が医療提供体制の確保のため
に必要と認めたものであって、当該派遣を行うことによって派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時
間を超える必要があると認められるものであること

新規則第87条

３

労働時間短縮計画の案が次に掲げる要件を全て満たすものであること
（１）当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである
（２）次に掲げる事項が全て記載されている

ア 当該医療機関に勤務する医師の労働時間の状況
イ 当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ウ 当該医療機関に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
エ アからウに掲げるもののほか当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

新医療法第118条第２項

新規則第89条第１項

４ 法令に基づく面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること 新医療法第118条第２項

５
新令で定める労働に関する法律の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であって送致等の
日から１年を経過していないものがないこと

新医療法第118条第２項

新令附則第14条

新規則第89条第２項

特定労務管理対象機関の指定要件

２．連携型特定地域医療提供機関（連携Ｂ水準）

(※４)新令で定める労働に関する法律：労働基準法（第24条(賃金の支払)、第32条(労働時間)、第34条(休憩)、第35条第１項(休日)、第36条第６項(第２号及び第３号に係る部分に限

る。)(時間外及び休日の労働)、第37条第１項及び第４項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)、第141条第３項(時間外及び休日の労働)）、最低賃金法（第４条第１項(最低賃金)）
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要 件 根拠法令等

１
臨床研修病院または専門研修を行う医療機関であって、臨床研修医または専門研修を受ける医師をやむを得ず長時間従事
させる必要があること

新医療法第119条第１項

２

（１）臨床研修病院にあっては、臨床研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療
能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必要があると
認められるものであること

（２）専門研修を行う医療機関にあっては、専門研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより最
新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必
要があると認められるものであること

新規則第94条

３

労働時間短縮計画の案が次に掲げる要件を全て満たすものであること
（１）当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである
（２）次に掲げる事項が全て記載されている

ア 当該医療機関に勤務する医師の労働時間の状況
イ 当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ウ 当該医療機関に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
エ アからウに掲げるもののほか当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

（３）臨床研修または専門研修を効率的に行うための取組に関する事項

新医療法第119条第２項

新規則第96条第１項

４ 法令に基づく面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること 新医療法第119条第２項

５
新令で定める労働に関する法律の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であって送致等の
日から１年を経過していないものがないこと

新医療法第119条第２項

新令附則第14条

新規則第96条第２項

特定労務管理対象機関の指定要件

３．技能向上集中研修機関（Ｃ－１水準）
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要 件 根拠法令等

１

特定分野（専門研修における１９基本領域において、高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認めら
れる医療の分野）における高度な技能を有する医師を育成するために当該技能の修得のための研修を行う医療機関であっ
て、当該研修を受ける医師（技能研修計画が作成された者であって、当該技能を修得のための研修を受けることが適当で
あることについて厚生労働大臣の確認を受けた者）をやむを得ず長時間従事させる必要があること

新医療法第120条第１項

２

当該研修を受ける医師は、次に掲げる事項を記載した高度な技能を修得するための研修に関する計画が作成された者であって、
研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であること。
（１）計画期間
（２）研修において修得しようとする技能に係る特定分野に関する事項
（３）当該技能の内容に関する事項
（４）上記のほか、当該技能の修得に関する事項

新規則第101条第１項

３
医師を長時間従事させる必要がある業務は、高度な技能を修得するための研修に係る業務であって、当該業務に従事する医師の
時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必要があると認められるものであること

新規則第101条第４項

４

労働時間短縮計画の案が次に掲げる要件を全て満たすものであること
（１）当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである
（２）次に掲げる事項が全て記載されている

ア 当該医療機関に勤務する医師の労働時間の状況
イ 当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
ウ 当該医療機関に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
エ アからウに掲げるもののほか当該医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項

新医療法第120条第２項

新規則第103条第１項

５ 法令に基づく面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること 新医療法第120条第２項

６
新令で定める労働に関する法律の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であって送致等の
日から１年を経過していないものがないこと

新医療法第120条第２項

新令附則第14条

新規則第103条第２項

特定労務管理対象機関の指定要件

４．特定高度技能研修機関（Ｃ－２水準）
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特定労務管理対象機関の指定申請（申請書）

医療機関が指定を希望する水準の申請書を都道府県に提出

国の様式例を参照し、北海道の指定申請書を別途
決定します。
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特定労務管理対象機関の指定申請（添付書類）

※「令和４年度第１回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議資料１」に基づき作成
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都道府県医療審議会における意見聴取

医療法第百十三条 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事さ
せる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院又は診療所（当該都道府県の区域に所在する
ものに限る。）を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関として指定することができる。
一 救急医療
二 居宅等における医療
三 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療

２～４ 略
５ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければ
ならない。

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）抜粋
都道府県医療審議会の意⾒聴取
（Ｂ・連携Ｂ⽔準）

Ｂ水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及び地域の医療提供体制全体とし
ても医師の⻑時間労働を前提とせざるを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議会の意⾒を聴く。その際、医療

機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指すべき姿も踏まえることが必要であり、地域医療
構想調整会議における、医療計画のうち地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合性を確
認することが適当である。また、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保と⼀体不可分であるため、地域医療対策協議会に

おける議論との整合性を確認することが適当である。このため、実質的な議論は、都道府県医療審議会に設けられた分科会や
地域医療対策協議会等の適切な場において⾏うことを想定している。
（Ｃ-１⽔準）

Ｃ-１水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があることから、地域の医
療提供体制への影響を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意⾒を聴く。なお、地域医療対策協議

会においても協議することとする。
（Ｃ-２⽔準）
Ｃ- ２水準を適用することにより、地域における⾼度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があること
から、地域の医療提供体制への影響及び構築⽅針との整合性を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会
の意⾒を聴く。
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特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

2022.4
(R4.4)

2024.4
(R6.4)

医
療
機
関

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

Ｃ水準に関する追加事項

臨床研修･専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

指定申請
提出

Ｃ-２水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認 時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

評価センターの評価

評価センター
評価結果受領

指定申請
受付

都
道
府
県

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定結果
通知

指定公示
評価公表

指定結果
受領

17



特定労務管理対象機関の指定

都道府県が特定労務管理対象機関として指定した旨を医療機関に通知

国の様式例を参照し、北海道の指定通
知書を別途決定します。

指定期間は３年間となります。
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特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

2022.4
(R4.4)

2024.4
(R6.4)

医
療
機
関

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

Ｃ水準に関する追加事項

臨床研修･専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

指定申請
提出

Ｃ-２水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認 時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

評価センターの評価

評価センター
評価結果受領

指定申請
受付

都
道
府
県

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定結果
通知

指定公示
評価公表

指定結果
受領
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○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定（指定期間：３年間）

都道府県が行う指定の公示イメージ

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日

Ｘ病院（所在地） 特定地域医療提供機関 救急医療 令和○年○月○日

Ｙ病院（所在地） 連携型特定地域医療提供機関 医師派遣 令和○年○月○日

Ｚ病院（所在地） 特定地域医療提供機関 居宅等における医療 令和○年○月○日

○技能向上集中研修機関・特定高度技能研修機関の指定（指定期間：３年間）

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日

Ｐ病院（所在地） 技能向上集中研修機関 ○○研修プログラム 令和○年○月○日

Ｑ病院（所在地） 特定高度技能研修機関 △△分野 令和○年○月○日

指定の種類（指定医療機関数）

特定地域医療提供機関 （２） 地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関

連携型特定地域医療提供機関（１） 他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関

技能向上集中研修機関 （１） 一定の期間集中的に長時間労働し技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関

特定高度技能研修機関 （１） 一定の期間集中的に長時間労働し特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関

○ 改正医療法において、都道府県知事が、特定労務管理対象機関（Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の医療機関）の指定を
行った場合は、その旨を公示することを定めている。

○ 指定の公示については、以下のように整理する。
（１）指定内容が具体的に分かるように、指定種別（Ｂ、連携Ｂ、Ｃ-１、Ｃ-２の別）・指定事由、指定年月

日、指定期限を公表事項とする。
（２）指定の公示は、指定の都度、都道府県のホームページ等で行うこととする。
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都道府県が行う評価結果の公表イメージ（記載内容は一例）
○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の評価結果

都道府県が行う評価結果の公表イメージ

指定を受けようとする
特定労務管理対象機関

の種別
医療機関勤務環境評価センターの評価 都道府県による記載（任意記載）

指定の種類
指定
事由

評価結果の概要 都道府県による支援の方針

Ｘ
病
院
（
所
在
地
）

特定地域
医療提供機関
（Ｂ水準）

救急
医療

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が十分になされている。労働時間短縮も進んでいる。
※労働時間短縮に寄与したと考えられる取組等について記載

連携型特定地域
医療提供機関
（連携Ｂ水準）

医師
派遣

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が十分になされている。労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講じられたい。
※労働時間短縮のための取組について記載

都道府県においては、労働時間の
より一層の短縮のため○○につい
て支援を行うこととする。
※労働時間短縮に向けて必要な支
援等について記載

Ｙ
病
院
（
所
在
地
）

特定地域
医療提供機関
（Ｂ水準）

居宅
等に
おけ
る医
療

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が行われている。労働時間短縮に向けて、自主的な取組の他、
都道府県による必要な支援を講じられたい。
※労働時間短縮のための取組について記載

都道府県においては、労働時間の
短縮のため勤務環境改善支援セン
ターを通じて必要な支援を行うこ
ととする。

連携型特定地域
医療提供機関
（連携Ｂ水準）

医師
派遣

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が行われていることを訪問調査により確認した。労働時間短縮
に向けた今後の取組について、都道府県による必要な支援を講じられた
い。※労働時間短縮のための取組について記載

医療機関により○○の取組が行わ
れることを確認しており、都道府
県としても必要な支援を行う。
※労働時間短縮に向けて慰労機関
が行う取組を記載

Ｚ
病
院
（
所
在
地
）

特定地域
医療提供機関
（Ｂ水準）

救急
医療

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が行われていることを訪問調査により確認したが、見直しの必
要がある。労働時間短縮に向けた今後の取組について、都道府県による
必要な支援を講じられたい。※労働時間短縮のための取組について記載

勤務環境改善支援センターによる
支援の結果、労働時間の短縮に向
けた取組の見直しが行われた。勤
務環境改善支援センターを通じて
引き続き支援を行っていく。
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都道府県が行う評価結果の公表イメージ（記載内容は一例）
○技能向上集中研修機関・特定高度技能研修機関の評価結果

都道府県が行う評価結果の公表イメージ

指定を受けようとする
特定労務管理対象機関

の種別
医療機関勤務環境評価センターの評価 都道府県による記載（任意記載）

指定の種類 研修内容 評価結果の概要 都道府県による支援の方針

Ｐ
病
院
（
所
在
地
）

技能向上集
中研修機関

（Ｃ-１水準）

○○研修
プログラ
ム

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。研修の効率化に向けた取組
として○○が行われている。研修の効率化に向けた今
後の取組について、都道府県による支援を講じられた
い。
※研修の効率化のための取組について記載

都道府県においては、勤務環境改善支援センター
を通じて、必要に応じた支援を行ってまいりたい。
※労働時間短縮に向けて必要な支
援等について記載

○○研修
プログラ
ム

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。研修の効率化に向けた取組
として○○が十分になされている。研修の効率化に向
けた今後の取組について、都道府県による支援を講じ
られたい。
※研修の効率化のための取組について記載

都道府県においては、勤務環境改善支援センター
を通じて、必要に応じた支援を行ってまいりたい。

特定高度技
能研修機関

（Ｃ-２水準）
○○分野

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体制の
整備や労働時間短縮に向けた取組として○○が行われ
ている。労働時間短縮に向けて、自主的な取組の他、
都道府県による必要な支援を講じられたい。
※労働時間短縮のための取組について記載

都道府県においては、労働時間の短縮のため勤務
環境改善支援センターを通じて必要な支援を行う
こととする。

Ｑ
病
院
（
所
在
地
）

特定高度技
能研修機関

（Ｃ-２水準）
○○分野

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体制の
整備や労働時間短縮に向けた取組として○○が行われ
ていることを訪問調査により確認したが、見直しの必
要がある。労働時間短縮に向けた今後の取組について、
都道府県による必要な支援を講じられたい。※労働時
間短縮のための取組について記載

勤務環境改善支援センターによる支援の結果、労
働時間の短縮に向けた取組の見直しが行われた。
勤務環境改善支援センターを通じて引き続き支援
を行っていく。
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Ｒ４年度

Ｒ５年度 Ｒ６年度～10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

医 療 機 関

医 療 機 関
勤務環境評価
セ ン タ ー

北 海 道

医 療 対 策
協 議 会

医 療
審 議 会

第三者評価実施、医療機関・道へ評価結果通知

医師労働時間短縮計画作成・第三者評価受審

特例水準申請

３６協定締結

指定医療機関・評価結果公表

第３回指定第１回指定 第２回指定

特定労務管理対象機関の令和６年４月指定に向けたスケジュール《現時点での想定》

○時短計画に基づく取組
○特例水準適用者への
追加的健康確保措置

○定期的な時短計画の
見直し、評価受審

開催 開催 開催

開催 開催 開催

７～８月頃 10～11月頃 ２月頃

医療勤務環境改善支援センターによる医療機関への支援実施
○医療法に基づく立入検
査において、追加的健
康確保措置の実施状況
を確認

○必要な助言・指導
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追加的健康確保措置の履行確保

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）抜粋

第１ 医師の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項
２ 追加的健康確保措置の義務化及び履行確保に係る枠組み
（２）履行確保の枠組み
○ 医事法制・医療政策における義務等であることから、都道府県が追加的健康確保措置の実施を確
認することとなるが、その際、医療法第25条第１項に規定する立入検査の中で確認することとする。

医師の労働時間短縮等に関する指針（令和４年１月19日 厚生労働省告示第７号）抜粋

第３ 各関係者が取り組むべき推奨事項等
１ 国及び都道府県に求められる事項
（３）国及び都道府県に求められる各都道府県における地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向

上水準の運用に関する事項
ハ 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、面接指導（新医療法第108条第
１項の面接指導をいう。３の(3)のイにおいて同じ。）、同条第５項及び第６項の規定による措置
並びに新医療法第123条第１項本文及び第２項後段の規定による休息時間の確保（以下「追加的健
康確保措置」と総称する。）の履行確保のため、医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査にお
いて、医療機関における追加的健康確保措置の実施状況の確認を行い、医療機関に対し必要な助
言・指導を行うこと。

24



25



26



特定労務管理対象機関の指定（Ｑ＆Ａ）

○ 令和４年度 第１回 都道府県医療勤務環境改善担当課長会議Ｑ＆Ａ〈2022年７月29日時点版〉（抜粋）

№ 区分 照会内容 回答内容

６

地域医療確保暫定
特例水準及び集中
的技能向上水準

一度連携Ｂ水準で申請し、都道府県より指定を受
けた後、医療機関の判断で、2024年度からＡ水準
相当の時間外・休日労働で対応が可能となり、指
定の取消しを希望する場合、指定取消しの手続き
はどのように行えばよいでしょうか。

特例水準の指定取消しについては、「良質かつ適切な医療を効率的
に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する
法律」（令和３年法律第49号）第３条による改正後の医療法第117
条の規定に該当する場合に行われます。当該指定取消しを行うに当
たっては、都道府県知事は、あらかじめ、都道府県医療審議会の意
見を聴かなければならないこととされています。

８

地域医療確保暫定
特例水準及び集中
的技能向上水準

研修プログラム自体は960時間以内におさまって
いるが、それ以外の業務（例えば、病院で労働時
間として扱うプログラム以外の研修や希望して入
る診療応援など）を合わせると960時間を超える
場合は、Ｃ－１水準の指定申請をするのでしょう
か。Ｂ水準でしょうか。

臨床研修医については、実際に従事することとなる業務が960時間
を超える必要がある場合には、より強い健康確保措置を適用する必
要性を踏まえ、Ｂ水準の適用は認められず、Ｃ－１水準を適用する
必要がありますので、Ｃ－１水準の指定申請を行ってください。な
お、研修専念義務の観点から、臨床研修医が従事する業務は全て臨
床研修プログラムの一環として整理されるべきものであり、その趣
旨に沿った運用が必要です（具体的には、臨床研修プログラムに明
示する想定時間外・休日労働時間数は、実際に臨床研修医が従事す
ることとなる時間数と乖離しないよう適切に記入することが求めら
れます。）。
専攻医については、Ｂ水準・Ｃ－１水準のいずれも適用されること
が観念されますので、長時間労働が必要となる業務の性質に照らし、
適切な水準での指定申請を行ってください。

９

地域医療確保暫定
特例水準及び集中
的技能向上水準

特例水準の各水準に応じた提出必要書類について、
内容を証する書類に関しては、誰が証することに
なりますか。例えば、労働法制にかかる違反がな
いことは、誰が証するのでしょうか。

労働法制に係る違反がないことは、該当がない旨を誓約書等で都道
府県に申告していただくことから医療機関自身により内容を証する
ものです。都道府県において、申告された内容を確認してください。
なお、労働法制に係る違反の具体的な内容は、本年１月19日公布の
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた
めの医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省
令の整備及び経過措置に関する省令」（令和４年厚生労働省令第７
号）第２条による改正後の医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50
号）第82条第２項に規定されており、労働基準法等に違反する行為
であって、刑事訴訟法に基づく送致等が行われ、その旨の公表が行
われたものが該当します。他の書類（面接指導並びに休息時間確保
体制が整備されていることを証する書類）についても、医療機関自
身により内容を証するものです。 27



特定労務管理対象機関の指定（Ｑ＆Ａ）

○ 令和４年度 第１回 都道府県医療勤務環境改善担当課長会議Ｑ＆Ａ〈2022年７月29日時点版〉（抜粋）

№ 区分 照会内容 回答内容

11

地域医療確保暫定
特例水準及び集中
的技能向上水準

Ｂ水準指定申請書の添付書類のうち、「地域にお
いて当該病院又は診療所以外で提供することが困
難な医療があることを証する書類」は、その理由
書のようなイメージでしょうか。

都道府県が指定を行うにあたって判断可能とされる書類であれば問
題ありません。

29

評価センター 連携Ｂ水準の認定を受ける際に診療科を限定した
場合、都道府県知事による水準指定前であれば、
他の診療科を後で追加することは可能なのでしょ
うか。 可能な場合は、その際の具体的な手続き
も教えてほしいです。

診療科を限定して評価センターに評価申請を行った後に、他の診療
科を追加できるかという御質問であれば、一般には、評価結果が出
る前であれば、追加は可能と考えます。個別の状況に応じて評価セ
ンターに相談いただくことになりますが、追加する診療科に関する
評価に必要な情報（時短計画の案の内容等）を評価センターへ追加
で提出してください。
また、診療科を限定して都道府県知事による連携Ｂ対象医療機関の
指定が行われた後に、他の診療科を追加できるか、という御質問で
あれば、一般には、改正後医療法第118条第２項により準用される
同法第116条第１項の規定に基づき、「変更」の手続きを経て追加
することが可能です。

28



特定労務管理対象機関の指定（Ｑ＆Ａ）

○ 医師の働き方改革制度への照会と回答内容（令和３年度）〈2022年４月28日時点版〉（抜粋）

№ 区分 照会内容 回答内容

１

①Ａ水準 Ａ水準となった病院が、月100時間をしばしば超
えても、その都度「健康確保措置」を実施すれば、
かつ、年960時間以下ならＡ水準として認められ
るのでしょうか。

年960時間以下であればＡ水準として認められます。

２

②地域医療確保暫
定特例水準及び集
中的技能向上水準

Ｃ-１についてですが、こちらは基幹型臨床研修
病院及び専門研修プログラム基幹施設のみが時短
計画を作成の上、指定を受けるということで良い
のでしょうか。

基幹型臨床研修病院・基幹施設および協力型臨床研修病院・連携施
設の各医療機関において、時間外・休日労働が年換算960時間を超
える場合には、医療機関ごとに医療機関勤務環境評価センターの評
価を受けると共に、都道府県により特例水準対象医療機関として指
定される必要があります。なお、都道府県へのＣ-１水準の指定申
請に係る事務手続きは、基幹型臨床研修病院・基幹施設が代行する
ことも可能です。

〈令和３年第１回臨床研修部会資料２ Ｐ８－１１参照〉
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000835259.pdf

11

②地域医療確保暫
定特例水準及び集
中的技能向上水準

Ｂ・Ｃ水準指定の要件となる実績（救急搬送件数
や臨床研修病院）は、2024年４月１日から指定を
受ける場合、申請時点から見て、どの時点の実績
で基準を満たしているかどうか判断することにな
るでしょうか。（例えば、2023年９月に申請する
場合、いつの時点の救急件数を見てＢ水準の要件
を満たしていると判断するのでしょうか。）

実績期間について、省令上明確な定めはありませんが、Ｂ水準の指
定を受ける医療機関の多くは、例えば診療報酬（地域医療体制確保
加算）の施設基準を取得するにあたり前年１月～12月の実績を把握
されていると思いますので、期間を判断する１つの目安になると思
われます。なお、地域医療体制の見直し、医療機能の変更等により
前年１月～12月のデータで判断することが明らかに不適当と考えら
れる場合は、直近１年間などの対応が考えられます。

23

③追加的健康確保
措置

連携Ｂ・Ｂ・Ｃ－１・Ｃ－２水準では、インター
バルの確保が義務となると思うのですが、もし各
水準に指定された医師が、時間外・休日労働があ
まり発生せず、指定を受けているが、結果として
Ａ水準内に収まりそうな業務となった場合には、
義務とすべきなのでしょうか。

連携Ｂ・Ｂ・Ｃ－１・Ｃ－２水準が適用されている医師については、
結果的にＡ水準相当の時間外・休日となる（なった）か否かにかか
わらず、連続勤務時間制限等の義務がかかることとなります。

29


